
   船橋市温泉立入検査要領                           

 （趣旨） 

１ この要領は、温泉監視員が温泉法（昭和２３年法律第１２５号）に基づいて、温泉関

係施設の立入検査及びその他公衆衛生上必要な措置の状況の調査（以下「立入検査等」

という。）を行う場合における立入検査等及び事項を定めるものとする。 

 （立入検査） 

２ 立入検査等は、船橋市環境衛生監視指導計画に基づき、環境衛生監視員が行うものと

する。 

 （実施時期等） 

３ 温泉施設管理者等の立会いを求め、原則として温泉利用施設等の営業時間内に行うも

のとする。 

 （検査項目） 

４ 温泉立入検査台帳（別添１）のとおりとする。 

 （措置・通報等） 

５ 施設の指導等について書面で行う場合は、温泉立入検査結果票（別添２）により行う

ものとする。 

  なお、温泉立入検査結果票は３年間保存しておくものとする。 

６ 無許可の掘削、動力装置設置、増掘等を発見した場合は、千葉県健康福祉部薬務課あ

てに速やかに通報するものとする。 

   附 則 

 この要領は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成１９年１０月２０日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、平成２７年１０月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和３年１月１日から施行する。 



別添１ 　　　　　　　　　　　　　　　温泉立入検査台帳

　　　　　　　　利用施設名（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

区　分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　検査年月日

検査項目

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

 1 事業者に変更はないか。（法第15条第1項）

 2 利用許可事項（申請者の住所、氏名、代表者名、温泉
    ゆう出地、施設名称、浴槽数、浴槽の構造、引湯方法
    等）に変更はないか。

 3 利用許可書が掲示されているか。（要綱第2条）

 4 温泉成分等が掲示されているか。（法第18条第1項）

 5 掲示内容は、温泉成分等掲示届のとおりか。特に温泉
    成分、加水、加温、循環、入浴剤等の添加について変
    更はないか。（施行規則第10条、第11条）

 6 再分析を10年以内毎に行っているか。(法第18条第3項)

 7 再分析等による温泉成分等掲示届が提出されている
　　か。（法第18条第4項）

 8 温泉利用状況報告書を提出しているか。
　　（施行細則第8条）

 9 温泉利用変更届が提出されているか。
　　（施行細則第6条第1項第1号）

10 温泉利用停止（廃止）届が提出されているか。
　　（施行細則第6条第1項第2号、第3号）
11 硫化水素による事故防止のため、換気孔等は2か所以
　　上で、1か所は浴室の床面と同じ高さか。
　　（H18.2.27環自総発第060227001号通知、以下18まで
　　同じ）

12 換気状態を確認しているか。

13 浴槽の湯面は浴室の床面より高いか。

14 温泉注入口は浴槽の湯面より上方にあるか。

15 硫化水素濃度を毎日2回以上測定しているか。
    測定のうち1回は浴室利用開始前に行っているか。

16 硫化水素濃度は浴槽湯面の上方10cmで20ppm以下
    か。また、浴室床面の上方70cmで10ppm以下か。

17 硫化水素濃度の測定結果を記録し、保管しているか。

18 硫化水素による事故防止のため、源泉の揚湯設備、
    ばっ気装置、排気装置、貯湯槽等に立入禁止柵、施
    錠設備、注意事項を明示した立札等が設けられてい
    るか。
19 温泉飲用水質基準項目について10年以内に1回検
    査を実施しているか。
　　（S53.5.15環自施第213号通知、S61.7.14環自施
    第244通知、要綱第5条第1項）

20 19の水質検査結果は、基準に適合しているか。

21 温泉水の微生物学的項目及びその他の項目を毎年
     1回以上実施しているか。
　　　（S61.7.14環自施第244号通知、要綱第5条第2項）

22 21の水質検査結果は温泉飲用利用水質管理基準に
    適合しているか。

23 飲泉口において毎日、臭気・味・色・濁りの検査を実
     施しているか。（要綱第5条第3項）

24 地震、大雨時に水質検査を実施しているか。
　　（要綱第6条第1項）

浴　用

源泉に
おいて
総硫黄
2mg／
Kg以上
を含有
する温
泉に限

る

飲　用

共　通



　　　　　　　　　　　温泉立入検査台帳

25 周囲は清潔か。

26 汚水等により汚染されないか。

27 汚水等により汚染されないか。

28 年1回以上清掃が実施されているか。

送（引）湯管 29 汚水等により汚染されないか。

30 新鮮で清潔な温泉が供給されているか。

31 飲泉容器は清潔か。

32 飲泉口の表示はあるか。

33 飲用許容量・注意事項の掲示はあるか。

34 飲用許容量は、誤解なく明示されているか。

特記事項（成分分析年月日等）

飲用

監　視　員

温泉飲用施設管理基準等に適合しているか。
（S61.7.14環自施第244号通知、要綱第4条第2項、以下34まで同じ）

源泉

中継槽、
貯湯槽

飲泉場所、
飲泉口



別添２ 温　泉　立　入　検　査　結　果　票 温　泉　立　入　検　査　結　果　票　（控）

立入年月日 立入年月日

所　　　　属 所　　　　属

監　視　員 監　視　員

名　称 名　称

所在地 所在地

区　分 区　分

□　下記事項について不備がありましたので改善をしてください。 □　下記事項について不備がありましたので改善をしてください。

施設立会者 施設立会者

この結果票は３年間保管願います。 この結果票は３年間保管願います。

この結果票に対する問合せ先　　　船橋市保健所　衛生指導課

　　　　　 　　　　　

施　設

温泉等所在地

利用（浴用・飲用・温泉スタンド・その他）

　　　　　　　　連絡先

利用（浴用・飲用・温泉スタンド・その他）

施　設
　　　　　　　　連絡先

温泉等所在地


